














　日常生活で介護が必要になったら、「介護保険」を利用しましょう。町に「要介護認定」の
申請をし、認定された区分に応じたサービスを受けることができます。
　申請を受けて、介護が必要かどうか、介護がどのくらい必要なのかなど、利用者の心身の
状態が審査され、「非該当」「要支援1・2」「要介護1～5」に認定されます。この要介護認定
の区分に応じて、介護保険サービスあるいは介護予防サービスを利用できるようになります。

要介護認定の申請から通知まで

　地域包括支援センターでは、介護保険の利用に関する支援や、介護・健康に関するさまざまな相
談を受け付けています。分からないことがあったら、地域包括支援センターに相談してみましょう。

地域包括支援センターに相談を

　介護保険の利用を希望する人は、地域包括支援センター、または町役場健康福祉課で「要介
護認定の申請」を行います。地域包括支援センターなどが申請を代行することもできます。　

申請

　認定調査員が自宅を訪問して、利用希望者と家族に心身の状態などについて聞き取り調査を行
います。また、かかりつけ医に、介護が必要となる疾病などについて「主治医意見書」を作成しても
らいます。

認定調査

　調査結果は、コンピューターで判定（一次判定）され、さらに主治医意見書とともに保健、医療、
福祉分野の専門家で構成される介護認定審査会で審査・判定（二次判定）されます。

審査判定

　要介護状態区分が記載された認定結果通知書と介護保険証が送付されます。介護が必要な
状態と認定されると、介護保険サービスあるいは介護予防サービスを受けられるようになります。

認定通知

　「非該当」「要支援1・2」「要介護１～５」のいずれかに認定されます。
認定

在宅生活を支える「介護」
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